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IP通信網サービス契約約款 共通編【現改比較表】 2025年12月8日現在 

～2025年12月19日 2025年12月20日～ 
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第１章 総則 

（用語の定義） 

第４条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

第１章 総則 

（用語の定義） 

第４条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 
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 ▲IP 通信網サービス契約約款 共通編 

附 則（令和７年 12 月３日 ＣＡＳ２サ第 000400015839-01 号）  

（実施期日）  

１ この改正規定は、令和７年 12月 20 日から実施します。   

（経過措置）  

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第６種ホスティン

グサービスに関する料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取

扱いについては、なお従前のとおりとします。 

 

 




